
一
頁

国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
要
綱

第
一

改
正
の
趣
旨

基
礎
年
金
に
係
る
国
庫
負
担
割
合
に
つ
い
て
、
平
成
二
十
一
年
度
及
び
平
成
二
十
二
年
度
に
お
い
て
財
政
投
融
資
特
別
会

計
か
ら
一
般
会
計
へ
の
特
例
的
な
繰
入
金
を
活
用
し
た
財
源
の
確
保
に
よ
り
二
分
の
一
と
す
る
と
と
も
に
、
所
得
税
法
等
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
規
定
に
従
っ
て
行
わ
れ
る
税
制
の
抜
本
的
な
改
革
に
よ
り
所
要
の
安
定
し
た
財
源
の
確
保
を
図
っ

た
上
で
二
分
の
一
へ
の
引
上
げ
を
恒
久
化
す
る
措
置
等
を
講
ず
る
こ
と
。

第
二

国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
改
正
の
要
点

一

国
庫
は
、
平
成
二
十
一
年
度
及
び
平
成
二
十
二
年
度
に
つ
い
て
は
、
現
行
の
基
礎
年
金
の
国
庫
負
担
割
合
に
基
づ
く
負

担
額
の
ほ
か
、
財
政
投
融
資
特
別
会
計
か
ら
一
般
会
計
へ
の
特
例
的
な
繰
入
金
を
活
用
し
、
当
該
額
と
国
庫
負
担
割
合
二

分
の
一
に
基
づ
く
負
担
額
と
の
差
額
を
負
担
す
る
こ
と
。
（
国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法

律
第
百
四
号
）
附
則
第
十
四
条
の
二
関
係
）

二

別
に
法
律
に
定
め
る
年
度
（
以
下
「
特
定
年
度
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
所
得
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附



二
頁

則
第
百
四
条
の
規
定
に
従
っ
て
行
わ
れ
る
税
制
の
抜
本
的
な
改
革
に
よ
り
所
要
の
安
定
し
た
財
源
の
確
保
が
図
ら
れ
る
年

度
を
定
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
十
六
条
第
一
項
関
係
）

三

特
定
年
度
の
前
年
度
が
平
成
二
十
三
年
度
以
後
の
年
度
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
特
定
年
度
の
前
年
度
ま
で
（
平

成
二
十
二
年
度
以
前
の
年
度
を
除
く
。
）
の
各
年
度
に
つ
い
て
、
現
行
の
基
礎
年
金
の
国
庫
負
担
割
合
に
基
づ
く
負
担
額

と
国
庫
負
担
割
合
二
分
の
一
に
基
づ
く
負
担
額
と
の
差
額
に
相
当
す
る
額
を
国
庫
の
負
担
と
す
る
よ
う
、
臨
時
の
法
制
上

及
び
財
政
上
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
十
六
条
の
二
第

一
項
関
係
）

四

保
険
料
免
除
期
間
を
有
す
る
者
の
老
齢
基
礎
年
金
の
額
の
計
算
に
関
し
て
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
行
う
こ
と
。
（
国
民

年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
十
条
第
一
項
、
第
十
四
条
第
二
項
及
び
第
十
六
条
の
二
第
二
項
関
係
）

１

平
成
二
十
一
年
四
月
か
ら
平
成
二
十
三
年
三
月
ま
で
の
期
間
に
係
る
保
険
料
免
除
期
間
に
つ
い
て
、
保
険
料
全
額
免

除
期
間
の
月
数
を
保
険
料
納
付
済
期
間
の
月
数
の
二
分
の
一
と
算
定
す
る
等
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

２

平
成
二
十
三
年
四
月
か
ら
の
期
間
に
係
る
保
険
料
免
除
期
間
に
つ
い
て
、
１
と
同
様
に
取
り
扱
わ
れ
る
よ
う
、
臨
時

の
法
制
上
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
こ
と
。



三
頁

第
三

国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
改
正
の
要
点

国
家
公
務
員
共
済
組
合
制
度
に
つ
い
て
、
第
二
の
一
及
び
三
の
改
正
に
準
じ
た
改
正
を
行
う
こ
と
。
（
国
家
公
務
員
共
済

組
合
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
三
十
号
）
附
則
第
八
条
の
二
及
び
第
八
条
の
三
関
係
）

第
四

私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
改
正
の
要
点

私
立
学
校
教
職
員
共
済
制
度
に
つ
い
て
、
第
二
の
一
及
び
三
の
改
正
に
準
じ
た
改
正
を
行
う
こ
と
。
（
私
立
学
校
教
職
員

共
済
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
附
則
第
二
条
の
二
及
び
第
二
条
の
三
関
係
）

第
五

地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
改
正
の
要
点

地
方
公
務
員
共
済
組
合
制
度
に
つ
い
て
、
第
二
の
一
及
び
三
の
改
正
に
準
じ
た
改
正
を
行
う
こ
と
。
（
地
方
公
務
員
等
共

済
組
合
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
三
十
二
号
）
附
則
第
八
条
の
二
及
び
第
八
条
の
三
関
係
）

第
六

附
則

一

施
行
期
日

こ
の
法
律
は
、
一
部
を
除
き
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。
（
附
則
第
一
条
関
係
）

二

検
討



四
頁

政
府
は
、
国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
三
条
第
一
項
の
規
定
を
踏
ま
え
つ
つ
、
年
金
、
医
療
及
び

介
護
の
社
会
保
障
給
付
並
び
に
少
子
化
に
対
処
す
る
た
め
の
施
策
に
つ
い
て
機
能
強
化
及
び
効
率
化
を
図
る
こ
と
の
重
要

性
に
か
ん
が
み
、
そ
の
一
環
と
し
て
、
公
的
年
金
制
度
に
つ
い
て
、
基
礎
年
金
の
最
低
保
障
機
能
の
強
化
そ
の
他
の
事
項

に
関
す
る
検
討
を
進
め
、
当
該
事
項
が
そ
れ
ぞ
れ
制
度
と
し
て
確
立
し
た
場
合
に
必
要
な
費
用
を
賄
う
た
め
の
安
定
し
た

財
源
を
確
保
し
た
上
で
、
段
階
的
に
そ
の
具
体
化
を
図
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
附
則
第
二
条
関
係
）

三

そ
の
他

関
係
法
律
に
つ
い
て
、
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
。
（
附
則
第
三
条
関
係
）


